
家庭系ごみの有料化制度導入について説明資料

説明内容

１ 熱回収施設の基幹改良工事について

２ 家庭系ごみの有料化について

境町役場 防災安全課
五霞町役場 生活安全課
坂東市役所 生活環境課
古河市役所 環境課
さしま環境管理事務組合



解説 熱回収施設大規模修繕工事（基幹的設備改良工事） １

〇事業概要：燃焼（溶融）設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備など、ごみ焼却処理を構成する
重要な設備や機械について、概ね15年ごとに実施する大規模な改良工事です。

性
能
水
準

5                     10                   15                    20                    25                    30経過年数（年）

基幹的設備改良工事 建替

〇事業費：約78.1億円

・二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金（対象経費の1/2補助）9.7億円
《交付金要件》
▶地域計画を策定（ごみ有料化の検討・プラスチック資源化の目標を設定）
▶CO２排出量5%以上削減など

・財源内訳／補助金9.7億円．地方交付税17.6億円．地方債35.2億円．一般財源15.6億円

年 度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

月 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

地 域 計 画

長 寿 命 化 計 画

基 本 計 画

実 施 設 計

基 幹 的 設 備 改 良 工 事

〇工事工程

稼 働1号炉工事⇒２号炉工事⇒共通設備工事

【財源】国の交付金を活用 （補助金申請の必須要件）



ごみ処理の現状と課題
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🌸有料化によるごみの減量のイメージ

68%

約70％が家庭系可燃ごみ 排出量は、ほぼ横ばいで推移

経費は全体的に増加傾向 有料化による効果

・減量と資源化
の推進

・負担の公平性
の確保

・経費削減と将来
の負担軽減

２

可燃ごみ

可燃ごみ



家庭系ごみ有料化の内容

🌸有料化の対象「可燃ごみ」のみ

現 在

区分 ごみ袋

可燃ごみ

45ℓ以下の
無色透明の袋

不燃ごみ

資源ごみ
カン
ビン
ペットボトル

有料化後

区分 ごみ袋

可燃ごみ 指定袋

不燃ごみ

45ℓ以下の
無色透明の
袋

資源ごみ
カン
ビン
ペットボトル
プラスチック

有料化

分別

指定ごみ袋価格の設定

ごみ袋の容量 （大）45ℓ （中）30ℓ （小）20ℓ

ごみ袋１枚の販売価格 30円/枚 20円/枚 15円/枚

組合指定

可燃ごみ用

３



家庭系ごみ有料化（一世帯）あたりの負担額（推計） ４

家庭系ごみ袋負担額（組合４市町）

家庭系ごみ袋負担額（古河市）

※有料化後の負担額は指定ごみ袋４５ℓ／３０円として算出。

区 分
一人あたり負担額

(推計) 円/年
一世帯あたり負担額

(推計) 円/年

組合４市町

(古河地区含)

① 有料化前（無色透明袋） 可燃ごみ 616 1,420

② 有料化後（指定袋） 可燃ごみ 1,001 2,295

③ 分別有料化後負担額増減 385 875

④ 組合４市町人口 226,819人

⑤ 組合４市町世帯数 97,352世帯

⑥ 一世帯人数（平均） 2.3人

区 分
一人あたり負担額

(推計) 円/年
一世帯あたり負担額

(推計) 円/年

古河市

① 有料化前（無色透明袋） 可燃ごみ 630 1,380

② 有料化後（指定袋） 可燃ごみ 1,031 2,268

③ 分別有料化後負担額増減 401 888

④ 古河市人口 141,162人

⑤ 古河市世帯数 63,209世帯

⑥ 一世帯人数（平均） 2.2人



導入スケジュール 令和８年（2026）年４月導入予定

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

第１弾
ごみ処理の現状と課題

第２弾
ごみ減量化への取り組み

第３弾
ごみ減量化のための新たな取り組み

第４弾
ごみ袋有料化とプラスチック分別収集
開始ポスター

家庭系ごみ有料化の
パブリックコメント

家庭系ごみ有料化
実施計画策定

ごみ減量化チラシ配布

住民周知
●住民説明会
●各市町広報誌・HPなどで広報

５

４月１日～
・ごみ袋有料化
・プラスチック分別

開始予定



プラスチック資源化実施計画（案）概要

本計画の基本的方向 プラスチックごみの資源化（リサイクル）の推進

導 入 時 期 令和８年４月１日開始予定

対 象 品 目

①プラスチック製容器包装（略称「容リプラ」）

※「プラスチック製容器包装」とは、識別マークがついているもの。

②材質が100％プラスチック製の製品廃棄物（略称「製品プラ」）

③最大辺の長さが50cm以下で、45ℓのごみ袋に入るもの。
（50cmを超えるものは、50cm以下に調整）

④汚れの付着していないもの。

分 別 ・ 排 出 ①・対象品目を最長辺が80cm以下（45ℓ以下）の無色透明の袋に入れて排出。

６



プラスチック分別対象品目 ７

●プラスチック製容器包装（容リプラ）
プラスチック製容器包装とは、プラスチック製の「商品の入れ物」
や、「商品を包んでいた物」です。

●製品プラスチック（製品プラ）

マークのないプラスチック
素材だけで出来ているプラスチック製品です。

例えば、コンビニなどでもらう使い捨てのプラスチック
スプーン。現在は、使った後は「外袋」も「スプーン」
も「可燃ごみ」で出していますが、、、

プラスチックの分別が始まったら、外袋は「容リプラ」、
スプーンは「製品プラ」としてどちらも「プラスチック
資源ごみ」として出すことになります。

容りプラ
製品プラ


